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福岡県代協は 1949 年 2 月 12 日に設立され、今年「７０周年」を迎え
ました。これを記念してホテルオークラで式典・講演会・パーティーを
開催し、福岡県代協の会員はもちろん、全国の代協関係者、保険会社、
取引先など 300 名近い方にご出席いただき、皆さまと心温まるひととき
を過ごすことができました。
式典では「功労者」として、福岡南支部からは第４代会長の安河内氏と、
第７代会長の冨永氏が表彰されました。
『「あなたに会いたい」が商いの基本～顧客満足と従業員満足を考える～』
と題しての記念講演、パーティーではアートパフォーマンスやフラダンス
などで大いに盛り上がりました。
【７０周年記念誌】を作成中で、４月中に皆さまへお届けする予定です。

たくみ法律事務所より
「相続法改正とそのスケジュール」

　たくみ法律事務所・弁護士の神田です。
　昨年 7月、民法（相続関連）に関する改正法が成立しました。今回の改正は、高齢化の進展等の社会経済
情勢の変化に対応するためのものであり、昭和55年以来 40年ぶりの大改正となります。一部既に施行され
ている制度もありますが、以下、今後のスケジュールに沿ってご紹介させていただきます。

法律ミニ講座《第８講》

弁護士法人たくみ法律事務所 福岡
　☎092-724-4848

福岡県代協創立７０周年記念式典70
anniversary

th
式典：２０１９年２月１５日（金）

安河内元会長も元気にご出席！ 記念講演で「笑顔」の実践 日本代協や保険会社も多数ご参加 チャリティーありがとうございます！

支部の受付 １階ロビーにてご案内中！ 交通遺児チャリティー受付 「ふうた帽子」で盛り上げ!?

パーティで中野さんのハーモニカ演奏 フラダンスもご一緒に～♪ パーティも皆さんと一緒に 冨永相談役のご挨拶も！

第４代会長：安河内 繁喜氏
第５代会長：田中 仁氏
第６代会長：橋本 安彦氏
第７代会長：冨永 紘一氏
第８代会長：佐々木 博邦氏

３月６日　福岡南支部／法律セミナー

スケジュール
2019/1/13 自筆証書遺言の方式緩和 不動産や預金等、財産の目録について

手書きが不要となる（現在は全文自署）
2019/7/1
原則的施行日

①遺留分制度の見直し
②遺産分割前の預貯金払戻し
③特別の寄与等
④その他改正事項

①遺留分行使により不動産や株式の共有が
　生じていた点を単なる金銭債権に変更
②分割前に一定額の預貯金を払戻可能
③妻（夫）と夫（妻）の両親等、相続が生じない
　場合に介護等の寄与に応じた権利を新設

2020/4/1 配偶者居住権等の新設 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の
所有建物を対象に、終身又は一定期間配偶者に
その利用等を認める権利を新設

改正項目 概要 このほかにも法務局における
自筆証書遺言の保管制度
（2020/7/10 施行予定）等、
多くの制度が改正されること
になりますので、ご不明な点
はご遠慮無くご連絡ください。

日本代協アカデミー
3月4日～6月 30日まで無料お試し期間

https://www.nihondaikyo-academy.com
教育コンテンツと、事業経営に役立つ
情報コンテンツをご利用いただけます。

代協会員のための新しい教育制度が誕生！

無料お試しの申込締切 ：3月 29日（金）まで

ログインID：代協会員番号（正会員）※番号の前に kを入れる
パスワード：代理店登録の電話番号

① ID とパスワードでログインする
② マニュアルを参考に利用者登録を行う
③ 登録完了後、申込者全員に登録完了メール

2 月２１日、正会員向けに詳細がメール配信されていますので
記載されている手順に沿って、登録・利用開始してください。

具体的事例から検討する保険代理店の賠償問題と労務問題
働き方改革関連法案が成立し、中小企業の経営環境
にとって厳しさが増し、保険代理店も例外ではあり
ません。現実に起こっている労務問題と、保険代理
店ならではの契約者との賠償問題について、身近な
具体例を交えて、たくみ法律事務所の壱岐弁護士に
解説していただきました。

☎0120-322-755

福岡県代協と提携

福岡支店

下取〈 買取 JCMが選ばれる５つのポイント

買取専門35年のプロがお答えします。

JCMはクルマ買取 35年の実績を
もつ、買取のセカンドオピニオン。
お気軽にご相談ください。

①買取専門 35年の実績
②プロの査定士が適正価格で評価
③提携先様限定
④全国無料出張査定
⑤スムーズ＆スピーディー

プロに相談しよ！


